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企 業 局 管 理 規 程 

 鳥取県企業局財務規程の一部を改正する規程をここに公布する。 

  令和６年３月29日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

鳥取県企業局管理規程第１号 

鳥取県企業局財務規程の一部を改正する規程 

 

第１条 鳥取県企業局財務規程（昭和38年鳥取県企業管理規程第８号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

（支出負担行為及び支出の手続） 

第18条 略 

２ 県に対する債権を有する者（以下「債権者」とい

う。）は、その支払を請求しようとするときは、知

事又は事務所長に対してすることができる。 

３ 出納取扱店又は知事が指定した金融機関に預金口

座を設けている債権者は、口座振替の方法により支

払を受けようとするときは、知事又は事務所長に銀

行振込依頼書を提出しなければならない。ただし、

請求書にその旨を記載することによりこれに代える

ことができる。 

４ 給与、県債元利金その他支払義務の確定したもの

については、支出調書により行うものとする。 

 

５ 略 

６ 知事及び事務所長は、債権者に対し支払をしよう

とするときは、支出回議書又は支出負担行為兼支出

回議書を作成し、出納員に送付するものとする。 

 

７ 略 

 

 

（支出負担行為及び支出の手続） 

第18条 略 

２ 支出は、債権者の請求書により行うものとする。 

 

 

３ 出納取扱店又は知事が指定した金融機関に預金口

座を設けている債権者は、口座振替の方法により支

払を受けようとするときは、請求書にその旨を記載

しなければならない。 

 

 

４ 給与、県債元利金その他支払義務の確定したもの

で債権者の請求書を徴する必要がないと認められる

ものについては、支出調書により行うものとする。 

５ 略 

６ 知事及び事務所長は、第２項、第４項又は前項の

規定による請求を受けたときは、支出回議書又は支

出負担行為兼支出回議書を作成し、出納員に送付す

るものとする。 

７ 略 

 

（書類等の様式） 

第66条 この企業管理規程による帳簿、帳票、その他

書類の様式は次の各号に掲げるところによるものと

する。ただし、必要に応じ所要の項目を加え、又は

削除することができる。 

(１)～(４) 略 

 (５) 銀行振込依頼書 第５号様式 

(６)～(37) 略 

２ 略 

 

（書類等の様式） 

第66条 この企業管理規程による帳簿、帳票、その他

書類の様式は次の各号に掲げるところによるものと

する。ただし、必要に応じ所要の項目を加え、又は

削除することができる。 

(１)～(４) 略 

 (５) 削除 

(６)～(37) 略 

２ 略 

 

（賠償責任を有する職員の指定） 

第66条の２ 法第34条の規定において準用する地方自

（賠償責任を有する職員の指定） 

第66条の２ 法第34条の規定において準用する地方自
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治法（昭和22年法律第67号）第243条の２の８第１

項後段の規定により指定する職員は、次の各号に掲

げる職員とする。                

(１)～(４) 略 

治法（昭和22年法律第67号）第243条の２の２第１

項後段の規定により指定する職員は、次の各号に掲

げる職員とする。 

(１)～(４) 略 

  

第２条 鳥取県企業局財務規程の一部を次のように改正する。 

  第５号様式を次のように改める。 

第５号様式（第18条、第66条関係） 

銀行振込依頼書 

振 込 金 額 ￥ 

振込先銀行名     銀行    店 

振 込 口 座 預 金 種 別  

受領金の内容  

  鳥取県企業局から受ける金額を上記預金口座に振り込んでください。 

    年  月  日 

受取人住所 

              氏名              

  鳥取県知事（鳥取県企業局   事務所長）様 

 

附 則 

 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 
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鳥取県企業局に勤務する職員の職の設置に関する規程等の一部を改正する規程をここに公布する。 

  令和６年３月29日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

鳥取県企業管理規程第２号 

鳥取県企業局に勤務する職員の職の設置に関する規程等の一部を改正する規程 

 

（鳥取県企業局に勤務する職員の職の設置に関する規程の一部改正） 

第１条 鳥取県企業局に勤務する職員の職の設置に関する規程（平成19年鳥取県企業局管理規程第１号）の一部

を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

鳥取県企業局に勤務する職員（臨時及び非常勤の

職員を除く。）の職は、局長、次長、課長、所長、室

長、参事、課長補佐、主幹、係長、副主幹、主事、

土木技師、電気技師、現業職長及び管理技術員とす

る。 

鳥取県企業局に勤務する職員（臨時及び非常勤の

職員を除く。）の職は、局長、次長、課長、所長、室

長、参事、課長補佐、係長、主事、土木技師、電気

技師、現業職長及び管理技術員とする。 

  

（企業局企業職員の給与に関する規程の一部改正） 

第２条 企業局企業職員の給与に関する規程（昭和41年鳥取県企業管理規程第２号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

別表第１（第３条、第４条関係） 

 級別職務分類表 

 ア 一般職員 

職務の級 職務 

 略 

３級 係長（係長に相当するものを含

む。）の職務 

４級 課長補佐（課長補佐に相当するもの

を含む。以下同じ。）又は事務所

（東部事務所又は西部事務所をい

う。以下同じ。）の次長の職務 

 略 

 イ 略 

別表第１（第３条、第４条関係） 

 級別職務分類表 

 ア 一般職員 

職務の級 職務 

 略 

３級 係長の職務 

 

４級 課長補佐又は事務所（東部事務所又

は西部事務所をいう。以下同じ。）

の次長の職務 

 

 略 

 イ 略 

  

（鳥取県企業局組織規程の一部改正） 

第３条 鳥取県企業局組織規程（平成５年鳥取県企業管理規程第４号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

（課及び課内室の設置） 

第４条 略 

（課及び課内室の設置） 

第４条 略 
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 ２ 経営企画課に民間活力導入推進室を置く。 

 

（職制） 

第７条 局及び課に、それぞれその長を置く。 

 

２ 前項の長の職務を補佐し、長に事故がある場合

にその職務を代行させるため、必要があると認め

るときは、局に次長を、課に課長補佐を置くこと

ができる。 

３ 略 

（職制） 

第７条 局、課及び課内室に、それぞれその長を置

く。 

２ 前項の長の職務を補佐し、長に事故がある場合

にその職務を代行させるため、必要があると認め

るときは、局に次長を、課及び課内室に課長補佐

を置くことができる。 

３ 略 

  

附 則 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第３条の規定は、公布の日から施行する。 
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企 業 局 訓 令 

鳥取県企業局訓令第１号 

鳥取県企業局文書管理規程の一部を改正する訓令をここに公布する。 

  令和６年３月29日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

   鳥取県企業局文書管理規程の一部を改正する訓令 

 

 鳥取県企業局文書管理規程（平成24年鳥取県企業局訓令１号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

（文書管理主任等） 

第４条 略 

２ 文書管理主任は、課長補佐（課長補佐に相当する

ものを含む。以下同じ。）又は次長の職にある職員

をもってこれに充てる。この場合において、課長補

佐又は次長の職にある職員が２名以上あるときは、

所属の長があらかじめ指名した者を文書管理主任と

する。 

３ 略 

４ 文書管理補助員は、係長（係長に相当するものを

含む。）以上の職にある職員（文書管理主任である

者を除く。）をもってこれに充てる。 

５ 略 

（文書管理主任等） 

第４条 略 

２ 文書管理主任は、課長補佐又は次長の職にある職

員をもってこれに充てる。この場合において、課長

補佐又は次長の職にある職員が２名以上あるとき

は、所属の長があらかじめ指名した者を文書管理主

任とする。 

 

３ 略 

４ 文書管理補助員は、係長以上の職にある職員（文

書管理主任である者を除く。）をもってこれに充て

る。 

５ 略 

  

   附 則 

 この訓令は、令和６年４月１日から施行する。 


